
報告第６号 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

 

 

 別紙専第７号は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定に該当し専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し承認を求める。 

 

 

   令和８年 ５月１９日 提出  大町市長  牛 越  徹 

 

   令和８年 ５月  日 承認 



 



専第７号

令和７年度大町市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

 令和７年度大町市の国民健康保険特別会計の補正予算（第５号）は、次に定め

るところによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１７０，８２０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２，６８８，１２１千円とする。

  八坂診療所直診勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１７，５４３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４４，０２４千円とする。

  美麻診療所直診勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

６，４６６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５１，９０５千円とする。

２ 事業勘定、八坂診療所直診勘定及び美麻診療所直診勘定の歳入歳出予算の補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年 ３月３１日 専決  大町市長  牛 越  徹

（特別会計　国民健康保険）
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1

給   与   費   明   細   書

一　般　職

（１）総　括

（単位：千円）

区　　分

8,43619,283

報　酬 給　料

65,952
補　正　前

(　　)
補　正　後

13 19,772

11,965 56,94021,50314

(　　)

23,472 9,012

比　　　較
△ 1,731△ 1

(　　)

△ 4,189 - △ 5,920 △ 576 △ 6,496

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

区　　分 扶養手当
管 理 職
手　　当

初 任 給
調整手当

期末勤勉
手　　当

比　　較    

寒 冷 地
手　　当

時 間 外
勤務手当

管理職員
特別勤務
手　　当

補 正 後 198 595 6,032 12,578 156 37

補 正 前 198 595 6,032 13,688 156 658

区　　分
宿 日 直
手　　当

特殊勤務
手　　当

通勤手当 児童手当 住居手当

△ 1,110  △ 621  

 

補 正 前

退職手当

補 正 後 176

比　　較      

176

11,965 51,020

職員数

(人)

共済費

59,456

備
考

給　　　　与　　　　費

職員手当 計
合　計

（特別会計　国民健康保険）
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（単位：千円）

区　　分
職員数

給　　　　与　　　　費

共済費 合　計 備　考
給　料 職員手当 計

(人)

補　正　後
(　 　)

2 11,965 12,470 24,435 4,148 28,583

補　正　前
(　 　)

2 11,965 13,094 25,059 4,123 29,182

比　　　較
(　 　)

- - △ 624 △ 624 25 △ 599

職
　
員
　
手
　
当
　
の
　
内
　
訳

区　　分 扶養手当
管 理 職
手　　当

初 任 給
調整手当

期末勤勉
手　　当

比　　較    

寒 冷 地
手　　当

時 間 外
勤務手当

管理職員
特別勤務
手　　当

補 正 後 198 595 6,032 5,276 156 37

補 正 前 198 595 6,032 5,279 156 658

△ 3  △ 621  

区　　分
宿 日 直
手　　当

特殊勤務
手　　当

通勤手当 児童手当 住居手当 退職手当

補 正 後 176

補 正 前 176

　ア　会計年度任用職員以外の職員

比　　較       

（特別会計　国民健康保険）
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職
員
手
当

△ 1,731

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

説　　　　　　明

その他
の減分

△ 1,731
期末勤勉手当　　　　△1,110
時間外勤務手当　　　　△621

（単位：千円）

区　　分
職員数

給　　　　与　　　　費

共済費 合　計
備
考報　酬 給　料 職員手当 計

(人)

補　正　後
(　　)

11 19,283 7,302 26,585 4,288 30,873

4,889 36,770
補　正　前

(　　)

(　　)

12 23,472 8,409 31,881

△ 1 △ 4,189  △ 1,107 △ 5,296 △ 601 △ 5,897

宿 日 直
手　　当

特殊勤務
手　　当

比　　較 △ 1,107    

補 正 前 8,409

通勤手当 退職手当

補 正 後 7,302

職
員
手
当
の
内
訳

   

　イ　会計年度任用職員

区
分

増 減 額 増減事由別内訳

区　　分
期末勤勉
手　　当

時 間 外
勤務手当

比　　　較

（特別会計　国民健康保険）
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 (２)　給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

平 均 年 齢

387,350円

医療職（３）医療職（１）

補正後

補正前

609,650円

1,196,664円

609,650円

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

区　　　　分

平 均 給 料 月 額

平 均 年 齢

平 均 給 与 月 額

56.11歳

1,169,182円

53.08歳 56.11歳

414,234円

387,350円

438,632円

53.08歳

（特別会計　国民健康保険）
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